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防災訓練の結果の概要（緊急時演習（総合訓練）） 

 

１．訓練の目的 

本訓練は、「東通原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第２章 第８節」に基づき実施

するものである。 

全交流電源喪失や炉心損傷等が発生するシビアアクシデント事象等を想定した訓練を実施

し、緊急時対応能力の習熟、課題抽出を行い、さらなる実効性向上を図る。 

なお、今回は以下の対応の有効性等に力点を置いて検証した。 

 

（１）発電所対策本部と本店対策本部間の情報共有の高度化【発電所・本店】 

（２）災害対策支援拠点活動の充実化【本店】 

 

２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 

平成２９年３月１５日（水）８：００～１５：３０（反省会含む） 

（２）対象施設 

東通原子力発電所 １号機 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 
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（２）評価体制 

発電所対策本部、要素訓練実施個所および本店対策本部に複数の評価者（当社社員）を配

置し、評価者による評価および反省会等を通じて、改善事項の抽出を行う。 

 

（３）参加人数：５０３名 

〈内訳〉 

 プレーヤー（訓練参加者）：４５９名 

東通原子力発電所：１１３名（社員：１０１名、構内協力企業：１２名） 

本店（各支店および東京支社を含む）：３４６名 

 コントローラー（訓練進行管理者）、評価者：４４名 

東通原子力発電所：１５名 

本店（各支店および東京支社を含む）：２９名 

 

４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失および原子炉注水機能喪失により、原子力災害対策

特別措置法（以下、「原災法」という。）第１０条事象および同法第１５条事象に至る原子

力災害を想定する。詳細は以下のとおり。 

時刻 
シナリオ 

１号機（定格電気出力運転中） 

8:10 ・外部電源一部喪失【運転上の制限逸脱】 

9:00 

・外部電源喪失 

・非常用ディーゼル発電機（Ａ・Ｂ）、非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系）起動 

・原子炉自動スクラム 

・原子炉給水ポンプ停止【警戒事象】※ 

9:30 
・非常用ディーゼル発電機停止（Ａ・Ｂ）、非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系）故障停止 

・全交流電源喪失【原災法第１０条】※ 

9:33 ・非常用ディーゼル発電機（Ｂ）室にて火災発生 

9:55 ・原子炉隔離時冷却系停止【原災法第１５条】※ 

10:00 ・原子炉隔離時冷却系ポンプ室にて傷病者発生 

10:10 ・大容量電源装置からのＣ母線への受電開始 

10:17 ・高圧注水機能喪失 

10:24 ・非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系）からのＤ母線への受電開始 

10:24 ・低圧注水系起動（Ｃ母線） 

10:25 ・逃し安全弁不動作による原子炉急速減圧失敗 

10:33 ・原子炉水位有効燃料頂部到達 

10:45 ・炉心損傷 

10:55 
・緊急直流電源による逃し安全弁動作 

・原子炉減圧実施 

11:04 ・低圧注水系による原子炉注水開始 

11:06 ・原子炉水位有効燃料頂部到達 

シナリオスキップ（２４時間） 

 ・海水ポンプが全て故障停止し、原子炉格納容器の除熱が行うことができない状況が継続 

13:10 ・ベント操作が必要となる圧力到達まで、残り約１日（翌日２３時頃） 

14:00 訓練終了 

※ 最初に発生した警戒事象、原災法第１０条および同法第１５条事象のみ記載 
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５．防災訓練の項目 

緊急時演習（総合訓練） 

 

６．防災訓練の内容 

（１）訓練方法 

プレーヤー（訓練参加者）へ訓練シナリオを事前に通知しない「シナリオ非提示型」に

より実施した。 

このような中、プラント状況等については、訓練中に資料配付や電話連絡等によりプレ

ーヤー（訓練参加者）へ付与した。 

なお、緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）や緊急時安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）を通じ、プラント情報を発電所対策本部、本店対策本部および原子力規制庁緊急

時対応センター（ＥＲＣ）に迅速に共有しながら、事故収束に向けた戦略の立案等を行っ

た。 

 

（２）訓練項目 

【発電所】 

ａ．発電所対策本部訓練 

ｂ．通報訓練 

ｃ．避難誘導訓練 

ｄ．モニタリング訓練 

ｅ．原子力災害医療訓練 

ｆ．消火訓練 

ｇ．アクシデントマネジメント訓練 

ｈ．電源機能等喪失時対応訓練 

（ａ）道路啓開訓練 

（ｂ）電源確保訓練 

（ｃ）燃料補給訓練 

（ｄ）消防車による水源確保および代替注水訓練 

ｉ．原子炉格納容器耐圧強化ベントを想定した発電所対策本部訓練 

 

【本店】 

ａ．発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

ｂ．国（オンサイト）－事業者間の情報連携訓練 

ｃ．プレス対応訓練 

ｄ．事業者間協力協定対応訓練 

ｅ．災害対策支援拠点対応訓練 
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７．防災訓練の結果の概要 

【発電所】 

（１） 発電所対策本部訓練 

ａ．緊急体制の発令、プラント状況の把握、発電所対策本部内の指揮命令、ならびに緊急時活

動レベル（ＥＡＬ）判断等を行い、「情報連携相関図」（添付資料）のとおり、発電所対

策本部および本店対策本部間で連携して対応できることを確認した。 

ｂ．事象が進展し、情報が錯綜する状況（火災や傷病者の同時発生等）においては、発電所対

策本部から本店対策本部に対して、情報共有ツール（図面、戦略リスト、重大局面シート

等）を用いた復旧計画および復旧活動に係る情報の提示が遅れる場面があった。 

これを踏まえ、情報共有ツール作成の効率化や共有手法の工夫等の観点で、さらなる改善

が必要であることを確認した。 

 

（２）通報訓練 

事象発生以降、事象収束までの情報を収集し、通報文の作成および原子力規制庁、その

他社外関係機関（模擬）へのＦａｘ送信は目標時間内に実施できることを確認した。 

＜原災法第１０条事象および同法第１５条事象通報（第一報）の実績＞ 

号機 通報内容 発生時刻 送信時刻 所要時間 目標時間 

１号機 原災法第１０条事象 ９：３０ ９：４０ １０分 １５分以内 

１号機 原災法第１５条事象 ９：５５ １０：０７ １２分 １５分以内 

ただし、原災法第１０条事象の通報（第一報）に先立って対応していた火災に関する通

報のＦａｘ送信処理に時間を要したため、原災法第１０条事象の通報（第一報）のＦａｘ

の送信から着信まで７分要していることが確認された。（９：４０発信→９：４７着信） 

本件の原因を調査し、必要な改善を図っていく。 

 

（３）避難誘導訓練 

a. 外部電源喪失に伴う警戒体制の発令を受け、以下の対応ができることを確認した。 

・緊急体制区分に応じた、発電所員・構内協力企業従業員の避難誘導に関する指示連絡 

・発電所構内の避難場所から敷地外への退避に関する指示連絡 

なお、避難誘導、敷地外への退避活動に際しては、気象情報（気象庁ＨＰ（模擬）による

雷注意報・土砂災害警戒情報等）や構内外道路情報（警備員の構内パトロール結果、民間

バス事業者からの情報等）を入手・整理した上で指示連絡を行うことで、円滑な避難誘導、

退避活動を行うことができた。 

ｂ．全交流電源喪失に伴う第１緊急体制発令を受け、総務班から警備員に対する発電所の通行

禁止措置（発電所正門の閉止）の連絡、ならびに警備員が放射線防護装備を装着の上、当

該措置が実施できることを確認した。 
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（４）モニタリング訓練 

a. 全交流電源喪失および故障による構内モニタリングポストの停止を想定し、社内手順書に

基づいた、代替手段（可搬型モニタリングポスト）の設置（モニタリングポストＮｏ．６

付近、正門付近）、空間線量率の測定、ならびに発電所対策本部への迅速な連絡が行える

ことを確認した。 

b. 原子力災害時に作業に従事する者（緊急作業従事者）への放射線防護措置（被服・保護具

の着用指示等）が行えることを確認した。また、発電所の放射線管理区域内において、放

射性物質漏えいに対する汚染管理対策（サーベイ（汚染検査）、汚染除去ならびに区域管

理等）が行えることを確認した。 

 

（５）原子力災害医療訓練 

a. 原子炉隔離時冷却系の蒸気漏えいに伴い放射線管理区域内で発生した、傷病者の救助や安

全な場所への移動が迅速に実施できることを確認した。 

b. 傷病者の汚染状況の確認、汚染除去、ならびに汚染拡大防止を実施できることを確認した。 

c. 社外関係機関への通報連絡、医療機関からの要請に応じた必要な放射線管理の支援（救急

車の汚染防止措置等）の指示が実施できることを確認した。 

 

（６）消火訓練 

a. 社内手順書に基づき、社外関係機関への通報連絡、初期消火の指揮、ならびに発電所対策

本部への状況報告等の消火責任者および副消火責任者の活動が実施できることを確認した。 

b. 公設消防隊を火災発生場所へ迅速に誘導する等、副消火責任者の活動が実施できることを

確認した。 

 

（７）アクシデントマネジメント訓練 

原子炉注水機能が喪失した状況において、炉心損傷の判断、およびその後の対策を検討

する訓練を実施した。 

その結果、炉心損傷後の原子炉圧力容器および原子炉格納容器の破損を防止する対策と

して、アクシデントマネジメントガイド（社内手順書）を確認しながら、損傷した炉心へ

の注水確保の対応策を検討することができた。 

さらに、書画カメラを活用することにより、一連の対応を発電所緊急対策本部内で共有

できることを確認した。 

 

（８）電源機能等喪失時対応訓練 

原子力防災要員により、以下ａ．～ｄ．のとおり、全交流電源喪失を踏まえた緊急安全

対策訓練を実施した。 

なお、訓練によって、発電所の機器へ直接影響が生じるものは模擬とし、現場での動作

確認または社内手順書等に基づく指示・報告等が出来ることを確認した。 
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ａ．道路啓開訓練 

大雨に伴う河川氾濫により、発電所内道路にがれきが散乱したことを想定し、がれき（土

砂にて模擬）の撤去訓練を実施した。 

その結果、ホイールローダでがれきの撤去が確実に実施できることを確認した。 

ｂ．電源確保訓練 

全交流電源喪失時を想定し、大容量電源装置の起動操作訓練を実施した。 

その結果、大容量電源装置の起動により、電源確保ができることを確認した。 

ｃ．燃料補給訓練 

全交流電源喪失時を想定し、軽油タンクからの燃料抜き取り、ならびに大容量電源装置等

への燃料補給訓練を実施した。 

その結果、全交流電源喪失時に使用する資機材へ燃料補給できることを確認した。 

ｄ．消防車による水源確保および代替注水訓練 

原子炉注水機能喪失時を想定し、ろ過水タンクによる水源確保、原子炉への注水接続口の

選定およびホース敷設等の訓練を実施した。 

その結果、原子炉注水機能喪失時の炉心損傷防止策を実施できることを確認した。 

 

（９）原子炉格納容器耐圧強化ベントを想定した発電所対策本部訓練 

海水を使用して原子炉施設を冷却する設備の機能が喪失し、原子炉格納容器耐圧強化ベ

ントの操作が見込まれる状況下において、ベントの回避策、ベントの準備・実施時の対応、

ならびに作業員の被ばく対策等、発電所対策本部内の各班の活動項目を検討し、各班が対

応できることを確認した。 

 

【本店】 

（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

「情報連携相関図」（添付資料）のとおり、情報共有ツール（図面、戦略リスト、重大

局面シート等）やチャットシステム（※１）などを活用することで、本店原子力班を経由

して本店対策本部と発電所対策本部間でタイムリーな情報連携ができることを確認した。 

ただし、本店対策本部内での情報共有について、各要員が会議途中から散発的に参集す

るケースも考えられ、その場合に、それまでの情報・議論内容をスムーズに共有する仕組

みを構築する必要があるとの課題が抽出された。 

※１ チャットシステム 

発生した事象、復旧対応状況、緊急時活動レベル（ＥＡＬ）ならびに社外問合せ情

報等を発電所・本店対策本部要員がシステム上に入力し、発電所と本店間で情報連

携するシステム 

 

（２）国（オンサイト）－事業者間の情報連携訓練 

発電所対策本部、本店対策本部（原子力規制庁緊急時対応センター（ＥＲＣ）対応ブー

ス）ならびにＥＲＣプラント班間で統合原子力防災ネットワーク（テレビ会議等）を通じ

た情報連携訓練を実施した。 



 

7 

「情報連携相関図」（添付資料）のとおり、情報共有ツール（図面、戦略リスト、重大

局面シート等）やチャットシステム、緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）などを活用す

ることで、ＥＲＣプラント班に対して発電所の情報提供や質疑応答が迅速に行えることを

確認した。 

ただし、原災法第１０条および同法第１５条事象発生等の重要情報については、迅速性・

確実性の面でさらなる向上を図る必要があるとの改善点が抽出された。 

 

（３）プレス対応訓練 

ａ．原子力規制庁緊急時対応センター（ＥＲＣ）広報班と本店対策本部が連携し、報道発表資

料・記者会見時間の情報共有、ならびに報道発表資料・プレス時間の調整が実施できるこ

とを確認した。 

ｂ．当社ホームページ（模擬）を利用したプレスの情報発信準備ができることを確認した。 

ｃ．外部プレーヤー（現役の新聞記者）参加のもと、スポークスマンによる模擬記者会見が実

施できることを確認した。 

なお、記者会見中においても、炉心損傷等の重要情報についてはスポークスマンに逐次情

報提供することで、最新の情報をタイムリーに情報発信できることを確認した。 

 

（４）事業者間協力協定対応訓練 

ａ．「原子力事業者間協力協定」に基づき、同協定の幹事会社（日本原燃株式会社）に対する

協力要請、ならびに幹事会社からの回答の受信等、情報連携が適切に行われたことを確認

した。 

ｂ．「原子力緊急事態支援組織の共同運営に関する協定」に基づき、原子力緊急事態支援セン

ターに対する協力要請、ならびに原子力緊急事態支援センターからの回答の受信等、情報

連携が適切に行われたことを確認した。 

 

（５）災害対策支援拠点対応訓練 

放射性物質の大気中への放出後を想定し、災害対策支援拠点（尾駮変電所）において、

以下の訓練（②～④の作業は防護服を着用）を実施し、一連の初動対応ができることを確

認した。 

ただし、今回のスクリーニング・除染対応（下記④）については、車両のスクリーニン

グが終了しても、乗車員の除染に時間を要した事例があり、車両が移動できず、渋滞が発

生する場面があった。 

① 必要資機材（テント等）の災害対策支援拠点への運搬 

② 防護服を着用した状態で現地でのテントの設置 

③ 可搬型の衛星テレビ通信システムを用いた支援本部（青森支店）との情報連携 

④ 車両および作業員のスクリーニング・除染 
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８．訓練の評価 

今回は、当番者体制のもと、設備故障による運転上の制限逸脱が発生し、少人数での通

報連絡等の訓練を実施した。 

また、当番者体制から発電所対策本部体制へ移行し、全交流電源喪失、原子炉冷却機能

喪失等に対応する訓練を実施した。 

こうしたシナリオにおいても、発電所および本店の両対策本部等が連携し、原子力事業

者防災業務計画に規定する事項に関して適切に対応することができた。 

なお、「１．訓練の目的」に記載した２項目についての評価結果は以下のとおり。 

 

（１）発電所対策本部と本店対策本部間の情報共有の高度化【発電所・本店】 

情報共有ツールを活用することで、発電所と本店の両対策本部間でプラント状況、復旧

に係る計画・実施状況等を迅速・確実に情報共有することができた。 

ただし、事象進展情報が錯綜する状況においては、発電所対策本部から本店対策本部へ

の情報共有ツールの提示がタイムリーに行えない場面があった。 

本訓練で抽出された改善点などを踏まえて、情報共有ツール作成の効率化・共有手法の

工夫等について改善を図っていく。 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

・７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

・７．【本店】（２）国（オンサイト）－事業者間の情報連携訓練 

 

（２）災害対策支援拠点活動の充実化【本店】 

今年度の訓練（※２）では、放射性物質が大気中へ放出された状況を想定し、以下の訓

練（②～④の作業は防護服を着用）を実施し、一連の初動対応ができることを確認した。 

ただし、今回のスクリーニング・除染対応（下記④）については、車両のスクリーニン

グが終了しても、乗車員の除染に時間を要した事例があり、車両が移動できず、渋滞が発

生する場面があった。 

① 必要資機材（テント等）の災害対策支援拠点への運搬 

② 防護服を着用した状態で現地でのテントの設置 

③ 可搬型の衛星テレビ通信システムを用いた支援本部（青森支店）との情報連携 

④ 車両および作業員のスクリーニング・除染 

※２ 昨年度までは、放射性物質の大気中への放出を想定せず、防護服を着用しない状態

で上記①～③の作業を実施 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【本店】（５）災害対策支援拠点対応訓練 
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９．昨年度の訓練時の改善点の反映状況 

昨年度の総合訓練（平成２８年３月２３日実施）において抽出された改善点に対する取り

組み状況は、以下のとおり。 

昨年度の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の対応 

【発電所】 

情報が錯綜し、プラント状況等が変わっていくよ

うな状況であっても、発電所対策本部内で情報を

一旦整理した上で、事実確認と戦略の議論ができ

るよう、改善を図る。 

【昨年度訓練における抽出課題】 

発電所対策本部内で情報が錯綜する状況におい

て、各班からの発話が「戦略を議論するための情

報」、「戦略の進捗状況に係る情報」、「それ以

外の情報」に区別されず、重要な情報を整理でき

ない場面があり、事実確認と戦略の議論を効率的

に進めることができなかった。 

そのため、情報の整理（「戦略を議論するための

情報」、「戦略の進捗状況に係る情報」、「それ

以外の情報」の区別）について改善が必要との課

題が抽出された。 

【対策】 

情報の整理のため、発電所対策本部で発話する内

容を以下の３つに分類した。 

① ブリーフィング（復旧戦略、復旧活動に関す

る発話） 

② 周知（ブリーフィングで共有された情報の更

新等に関する発話） 

③ 報告（上記以外） 

合わせて、より効果的な事実確認と戦略の議論が

できるように、以下の発話ルールを定めた。 

④ 発話者は、本部長に対して上記分類を宣言

し、了解を得た上で発話する 

⑤ 本部長は、ベルを鳴らし、発電所対策本部要

員に対して、傾聴を促す 

【結果】 

上記対策により、発電所対策本部内で情報が錯綜

する状況においても、整理された情報が共有さ

れ、事実確認と戦略の議論を効率的に行えた。 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

【発電所】 

復旧計画統括と復旧実動統括のコミュニケーシ

ョンを改善するために、統括間で作業実績や終了

【昨年度訓練における抽出】 

復旧計画統括と復旧実動統括間がそれぞれの活

動に専念し、お互いの活動状況等の確認を十分に
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見込み時間の変更等の情報共有を行うという基

本行動ルールを検討し、復旧の計画と実動が統括

間で齟齬無く実施されるように改善を図る。 

行っていなかったため、復旧の計画と実動で齟齬

が生じた。 

【対策】 

復旧計画統括（※３）と復旧実動統括（※４）が

打ち出す対応方針に齟齬が生じないように、以下

のとおり改善した。 

① 発電所対策本部内の復旧計画統括と復旧実

動統括の座席配置を見直し、コミュニケーシ

ョンを円滑に行えるようにした 

② 復旧計画統括および復旧実動統括の作成す

る情報共有ツールを、各統括からの選任者が

作成することとし、統括の負担軽減ととも

に、統括が自班、他班の活動を俯瞰的に把握

できるようにした 

③ 作業実績や終了見込み時間等の変更につい

ては速やかに周知するとともに、復旧戦略等

の変更についてはブリーフィングで報告す

るようルール化した 

【結果】 

復旧計画統括の作成・変更した方針が復旧実動統

括に確実に伝わるとともに、復旧実動の実績・変

更が復旧計画統括に確実に伝わり、復旧の計画と

実動が統括間で齟齬無く実施されることを確認

した。 

引き続き訓練で習熟を図る。 

 

※３ 復旧計画統括 

事象進展を予測し、復旧活動の優先順位を

含む復旧計画を立案する統括者 

※４ 復旧実動統括 

復旧計画統括の作成した復旧計画および

故障した設備の状況を踏まえ、現場作業を

指揮する統括者 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【発電所】（７）アクシデントマネジメン

ト訓練 

・７．【発電所】（８）電源機能等喪失時対応    

訓練 
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【本店】 

訓練シナリオの高度化に伴い、共有する情報量も

多くなり、要員への書面による情報発信の量およ

び頻度が増加した。そのため、情報が錯綜する場

面が見受けられたことから、書面情報の活用方法

について改善を図る。 

【昨年度訓練における抽出課題】 

左記のとおり 

【対策】 

資料を電子化し、個人ＰＣで各自がタイムリーに

資料を確認できる仕組みを構築した。 

また、それぞれの情報共有ツールの位置付けを整

理（現在、過去、未来）し、各自が求める情報を

効率的に収集できるようにプレーヤーの意識付

けを改善した。 

【結果】 

資料を電子化することで、情報配信および資料振

り返りが効率的に行えることを確認した。また、

それぞれの情報共有ツールの位置付けを整理す

ることで、情報共有が効率的に行えることを確認

した。 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本

店対策本部間の情報連携訓練 

【本店】 

今回は、要員や体制など環境が整っていることを

前提に訓練を実施したが、今後、事象発生を起点

とした要員の参集や体制確保、会場の立上げ等に

ついても、訓練の中で実効性を高めていく。 

【昨年度訓練における抽出課題】 

緊急時対応の実効性向上を目指し、要員や体制が

整った状態を前提とした訓練だけではなく、通常

勤務体制からの訓練も実施すべきとの課題が抽

出された。 

【対策】 

通常勤務体制からの訓練を計画する。 

【結果】 

執務室（本店ビル１８階）から本店原子力班の設

営場所（同６階）への移動、会場の設営、体制確

立ならびに初動対応を行う訓練を実施し、円滑に

活動を行うことができた。 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本

店対策本部間の情報連携訓練前の原子力班立

上げ時に確認 
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１０．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

【発電所】 

（１）情報共有ツールを活用することで、発電所と本店の両対策本部間でプラント状況、復旧に

係る計画・実施状況等を迅速・確実に情報共有した。その中で、事象進展情報が輻輳する

状況において、発電所対策本部から本店対策本部への情報共有ツールの提示がタイムリー

にできなかった場面があり、社内外関係機関との円滑な情報共有における課題が抽出され

た。 

今後、情報共有ツール作成の効率化・共有手法の工夫等に向けて改善を図っていく。 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【発電所】（１）発電所対策本部訓練 

 

（２）事象発生以降、事象収束までの情報を収集し、通報文の作成、ならびに原子力規制庁、そ

の他社外関係機関への原災法等に基づく通報連絡を実施できることを確認した。 

ただし、原災法第１０条事象の通報（第一報）に先立って対応していた火災に関する通報

のＦａｘ処理に時間を要したため、原災法第１０条事象の通報（第一報）のＦａｘの送信

から着信まで７分要していることが確認された。（９：４０発信→９：４７着信） 

本件の原因を調査し、必要な改善を図っていく。 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【発電所】（２）通報訓練 

 

【本店】 

（１）本店対策本部の各要員に対しては「情報連携相関図」（添付資料）のとおり、発電所情報

の共有を図っているが、本店対策本部の各要員が会議途中から散発的に参集するケースも

考えられ、その場合に、それまでの情報・議論内容をスムーズに共有する仕組みを構築す

る必要があるとの課題が抽出された。 

会議途中から参集する要員に対する情報共有の方法について、さらなる改善を図る。 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【本店】（１）発電所－本店原子力班－本店対策本部間の情報連携訓練 

 

（２）発電所対策本部－本店対策本部（ＥＲＣ対応ブース）間の情報連携については、「情報   

連携相関図」（添付資料）のとおり、多重化を図っているが、原災法第１０条および同法

第１５条事象発生等の重要情報については、迅速性・確実性の面でさらなる向上を図る必

要があるとの課題が抽出された。 

重要情報の迅速性・確実性の向上についてさらなる改善を図っていく。 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【本店】（２）国（オンサイト）－事業者間の情報連携訓練 
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（３）災害対策支援拠点活動について、放射性物質の大気中への放出後を想定し、複数台の車両

をスクリーニング・除染する訓練を実施したが、車両のスクリーニングが終了しても、乗

車員の除染に時間を要した事例があり、車両が移動できず、渋滞が発生する場面があった。 

車両スクリーニング・除染対応の効率性向上を目指し、さらなる改善を図っていく。 

［本報告における記載箇所］ 

・７．【本店】（５）災害対策支援拠点対応訓練 

 

以上の改善点を踏まえ、今後も実効性を高める訓練を計画的に実行していく。 

 

以 上 

 

〈添付資料〉情報連携相関図
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情報連携相関図 
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